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越後平野における生態系ネットワーク推進協議会 

自然環境活用部会 規約 

 

（名称） 

第１条 ｢越後平野における生態系ネットワーク推進協議会｣（以下、協議会とい

う。）規約第５条に基づき「自然環境活用部会」（以下「活用部会」とい

う。）を設置する。 

 

（検討事項） 

第２条 活用部会は、次の事項について、検討を行う。 

（１）協議会規約第２条の内、越後平野の自然の価値や魅力を活かした地域の活

性化、地域づくりに関すること 

（２）その他、協議会の会長又は活用部会の部会長が必要と認める事項 

 

（構成） 

第３条 活用部会には、部会長１名、副部会長１名を置き、部会長及び副部会長

は、事務局の推薦によってこれらを定める。 

２ 部会長は、活用部会を代表し、部会の円滑な運営と進行を総括する。副部

会長は、部会長に事故があるときはその職務を代行する。 

３ 部会長は、部会の検討経緯及び結果を協議会へ報告する。 

４ 委員は別表に掲げる者によって構成する。ただし必要に応じ、委員を追加

することができる。 

５ 委員の任期は、委員就任の日から２年間とする。ただし、再任を妨げな

い。 

 

（活用部会の招集） 

第４条 活用部会は、協議会の会長又は活用部会の部会長が招集する。 

２ 活用部会は、必要に応じ、委員以外の関係者の出席を要請し、意見を聞く

ことができる。 

 

（事務局） 

第５条 協議会の事務局は、国土交通省 北陸地方整備局 河川部に置く。 

 

（会議の公開） 

第６条 活用部会の会議は原則として公開する。ただし、野生動植物の保護や個人

情報の保護等、公開により支障が生ずると予め想定される事項については、

原則として委員限りの取扱いとする。 

 

（その他） 

第７条 この規約に定めるもののほか、活用部会の運営に関して必要な事項は、部

会長が定める。 



2 

 

 

附 則 

この規約は、令和４年１２月１６日から施行する。 

令和６年７月３１日一部改定 

令和７年７月１８日一部改定 

 



（敬称省略）

氏　　　名
（敬称略）

部会長 藤田　美幸

副部会長 村山　敏夫

河口　洋一

関島　恒夫

磯貝　浩史

吉川　英夫

木村　　直

玉木　朋人

※五十音順

学識有識者※

構成

団体※

別表　自然環境活用部会　委員名簿

山田　秀行

所属　役職

公益社団法人　新潟県観光協会　次長

新潟県生活協同組合連合会　専務理事

徳島大学　大学院社会産業理工学部研究部　准教授

新潟大学　農学部　教授 

新潟県商工会連合会　事務局長

新潟日報社　総合プロデュース室　総合プロデュース室長

新潟国際情報大学　経営情報学部　経営学科　教授

新潟市北区観光協会長
豊栄商工同友会副会長

新潟大学　工学部　人間支援感性科学プログラム　准教授


